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仙台白百合女子大学 

ハラスメント対応指針 

 

 

仙台白百合女子大学（以下、「本学」という。）は、あらゆるハラスメントを防止し、

本学に集う全ての人びとが明るく健全な生活を送ることができるようにするために、また

不幸にしてハラスメントが起きてしまった場合の問題解決のために、このハラスメント対

応指針（以下、「指針」という。）を作成しました。 

もしハラスメントによる被害を受けたら早めに適切な対応をするために、またふとした

ことから加害者にならないためにも、この指針を有効に活用してください。 

 この指針は、本学の構成員（学生・科目等履修生・聴講生および常勤・非常勤教職員）

の学修・教育・研究・職務などに脅威を与える行為であるハラスメントを防止し､快適な

学内環境を維持・発展させることを目的としています。 

ハラスメントによる被害を受けたと感じたら、この指針にもとづいて早めに、適切に対

処してください。 

 

１．指針の適用範囲 

この指針は、原則として本学の構成員の間に生じたハラスメントについて適用します。

そのハラスメントが、大学と関連性を有するものである限り、学内・学外、正課・課外、

就労時間内・時間外のいずれにおいて行われたかを問いません。ただし、本学の構成員と

構成員以外の者との間に生じたハラスメントであっても、それが本学の管理下で行われる

修学または職務上の行為であれば、このハラスメント対応指針を準用して対処します。 

 

２．ハラスメントの定義 

ハラスメントとは、以下に掲げるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラス

メント、パワー・ハラスメントおよびその他のハラスメントをいい、これらのハラスメン

トへの対応に起因する二次被害・二次加害についてもこのガイドラインの対象とします。

それぞれの用語の定義は、次のとおりです。 

 

（１）セクシュアル・ハラスメントとは、 

相手方の意に反する性的な言動により、相手方に不快感その他の不利益を与え、学修・

教育・研究または就業環境を悪化させることをいいます。キャンパス内のセクシュアル・

ハラスメントには次のようなものがあります。 

 

●利益（良い成績をつけるとか就職の便宜をはかるなど）を条件にした、性的な要求 

●性的な要求が拒否されたことにより、成績評価を落としたり、就職活動の妨げる行為 

●学内施設への卑わいな絵・写真の閲覧、配付、掲示 

●課外活動やコンパなどで、異性的役割の強制 

●返事や対応に困るような露骨な性的冗談・からかい・質問 

●性的嫌悪感を引き起こすような電話・手紙・電子メールなどの発信・送付 

●身体への不必要な接触 
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●性差別的な言動 

●性的な言動により他の教職員の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為 

●交際・性的関係の強要 

●性的な言動に対して拒否等を行った他の教職員に対する不利益取り扱い など 

 

その他に、執拗に食事やデート、カラオケなどに誘ったり、キャンパス外で待ち伏せた

りすることもセクシュアル・ハラスメントに相当することがあります。 

一般的には教職員から学生へのセクシュアル・ハラスメントが多いのですが、その逆の場

合もありますし、教職員の間でもありえます。 

このような行為は、キャンパスの内か外かにかかわらず、また相手にセクシュアル・ハラ

スメントの意図があったか否かにかかわらず、基本的には被害を受けた人が不快に思うか

ぎり、セクシュアル・ハラスメントとみなされます。また、異性だけではなく、同性によ

るセクシュアル・ハラスメントもあります。 

 

（２）アカデミック・ハラスメントとは、 

教育・研究の場における地位または権力を利用して行う不適切な言動、指導または待

遇により、相手方の学修・教育・研究意欲を低下させ、または学修・教育・研究環境を

悪化させることをいいます。アカデミック・ハラスメントには次のようなものがありま

す。 

【教員が学生に対して】 

●教育的指導の不当な拒否または放置 

・求められた教育的指導を正当な理由なく拒否する。 

・修学上必要な教育的指導を、修学に支障をきたす限度を超える期間にわたり行わな

い。 

・重い課題を与えるだけで、それについての適切な教育・指導を行わない。 

●成績評価・単位認定等に関する不公平・不公正な対応 

・成績の不当な評価を行う。 

・成績に無関係なことがらを成績に結びつける発言をする。 

●修学上の不当な要求 

・常識的に不可能な課題達成を強要する。 

・常識的な教育指導の範囲を超えて厳しく叱責する。 

【教員が他の教員に対して】 

●研究を妨害する。 

●当然加わるべき研究や教育のチームから不当に排除する。 

●業績やアイデアを不当に自分のものにする。 

●昇格に関して差別や妨害をする。 

●退職を勧める。 

 

（３）パワー・ハラスメントとは、 

職場における地位または権力を利用して行う不適切な言動、指導または待遇により、

相手方の就労意欲を低下させ、または労働環境を悪化させることをいいます。パワー 

 ・ハラスメントには次のようなものがあります。 
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●相手の人格を否定するような暴言を吐く。 

●相手を無視したり孤立させたり、相手の信用を傷つけたりする。 

●仕事のやり方を教えずに、少しでもミスをすると、不当に責める。 

●職務上必要な情報を意図的に伝えない。 

●正当な理由なく、過剰な量・内容の仕事を強いる。 

●悪意から、意図的に昇級・昇進を妨害する。 

●違法行為を強要する。 

 

（４）その他のハラスメントとは、 

セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント

以外の不適切な言動であって、相手方の性・人種・国籍・門地・思想信条・年齢などに

基づく差別的な言動および取り扱いなどによって相手方の人格権その他の人権を侵害す

る言動や行動をいいます。 

 

（５）二次被害・二次加害とは、 

各種ハラスメントへの対応に起因して、相談に関わった者の不適切な対応や、申立人

や被申立人以外が関与するなどにより、被害をさらに大きくしてしまうことをいいます。

被害を訴えたことが原因で、本学の構成員が学修・教育・研究または就労もしくは雇用

上の不利益な取り扱いを受け、または嫌がらせ、妨害、報復等を受けることを二次被害

といい、これらの不利益等を具体的にもたらす行為を二次加害といいます。「相談者に

もその気があったのだろう」とか「はっきりと意思表示しなかったのも悪い」などの発

言も該当します。 

 

（６）（１）から（５）の具体的内容は、司法、行政等がそれぞれハラスメントと規定す 

 る言動を基準とします。 

 

３．ハラスメント防止および問題解決のための基本方針 

（１）本学は、すべてのハラスメント防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問 

 題が起きた場合は、迅速かつ適正な手続により対応し、安全で良好な学修・教育・研究 

 ・就労環境を整備して被害の回復に努めます。また、ハラスメントへの対応等において 

 加害行為を行ったとされる者または本学構成員による二次加害および二次被害の未然防 

 止に責任をもって努めます。 

 

（２）本学は、ハラスメント防止のために、ハラスメント防止・対策委員会（以下「防 

 止・対策委員会」といいます｡）を設置し、すべてのハラスメントの防止と対策に関す 

 る全学的な施策と対応についての責任を負います。 

 

（３）本学のすべての構成員は、本学において、あらゆる差別が許されないことを正しく 

 認識して相互に人権を尊重し、ハラスメントの防止に努めなければなりません。特に、 

 教育・研究および大学運営において地位や権限および影響力を有する者は、権限や優越 

 的な地位を濫用したハラスメントを起こさないようにしなければなりません。 
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４．ハラスメントに関する相談体制 

  本学は、ハラスメントなど人権侵害を受けた本学の構成員が安心して被害を訴えるこ

とができるように、ハラスメント相談窓口を設置しています（学生：学生課、教職

員：庶務課）。 

 

（１）受理者 

  受理者は学生課課員及び庶務課課員、学生相談室担当者、保健室職員、アドバイザー、 

 ゼミ・卒論担当者、その他の教職員です。 

  受理者は相談に応ずるとともに、問題解決に必要な支援や情報を相談者に提供します。 

 

（２）相談の約束と相談方法 

  相談に行く日を予め約束する方法としては、電話やメール、手紙でもかまいません。   

 事前に相談の約束ができなかった場合には、直接訪問することもできます。 

 相談の方法についてですが、電話やメール、手紙での相談は受け付けていません。大切 

 な問題ですから、信頼できる教職員が直接お会いして相談を受け、問題解決を行ってい 

 きます。 

 

（３）案件の解決は拙速を避けながら、できるだけ迅速に行うよう努力します。             

 

５．申立ての手続き 

（１）本学の構成員は、ハラスメントの被害について、受理者（学生課課員及び庶務課課 

 員、学生相談室担当者、保健室職員、アドバイザー、ゼミ・卒論担当者、その他の教職 

 員）に対して、問題解決を求める手続きを行うことができます。これを申立て手続とい 

 います。 

 

（２）この手続きにおいて、ハラスメントの被害を申立てた者を「申立人」、加害者と名 

 指しされる者を「被申立人」、その双方を「当事者」といいます。 

 

（３）申立て手続きは、防止・対策委員長に対し、申立人自身が作成した「ハラスメント   

  申立書」と受理者が作成した「受理票」を提出することにより開始されます。その際、  

  申立人は、問題解決の手続きとして、「６．問題解決の手続き」にある「通知」「調 

  整」「調査・措置」のうちから、申立人が希望する手続きを選択できます。 

 

（４）ハラスメントに関する問題解決は調査委員会が行います。調査委員会の構成員は以 

 下のとおりです。 

    ①委員長                       

   ②学生相談室長                         

   ③教員                          

   ④事務職員 

   ⑤その他委員長が必要と認めた教職員及び学外の専門家（弁護士など）     

   調査委員会の構成員に何らかの事情が生じた場合は、相当職の代行者を置き対応し 

   ます。 
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 （５）相談員は申立人からのハラスメントに関する相談にあたります。相談員は 2名以 

    上とし、男女の比等を考慮して構成されます。選任にあたっては、防止・対策委 

    員長が本学の教職員及び学外からの専門家（弁護士等）のなかから適任と思われ 

    る人物を調査委員会に推薦し、了承を得ます。受理者は相談員を兼ねることがあ 

    ります。 

 

  （６）聴取員は被申立人に対してハラスメントに関する事実等を確認します。聴取員は 

   2 名以上とし、男女の比等を考慮して構成されます。選任にあたっては、防止・対 

   策委員長が本学の教職員及び学外からの専門家（弁護士等）のなかから適任と思わ 

   れる人物を調査委員会に推薦し、了承を得ます。 

 

 （７）調査委員会は、申立人の意向を最大限尊重し、かつ、ハラスメントの状況を考慮 

   した上で、問題解決のために相応しい手続きをとるよう努めます。 

 

 （８）申立人はいつでも被害申立てを取り下げ、被害の申立て手続きを終了することが 

   できます。 

 

 （９）調査委員会は被害申立てに関わる事実が明らかに存在しない等手続きを開始する 

   必要がないと判断した場合は、手続きを行わない場合があります。また、被害申立 

   て手続きを進行することが困難であると認められる場合には、必要に応じて、申立 

   人に通知したうえ、被害の申立て手続きを終了することができます。 

 

６．問題解決の手続き 

   調査委員会は「ハラスメント申立書」と「受理票」を受理した後、速やかに「通 

   知」「調整」「調査・措置」のいずれかの手続きを開始します。案件によっては、 

  「通知」「調整」「調査・措置」の方法を弾力的に利用し速やかな課題解決を目指し 

   ます。問題解決の過程において、防止・対策委員長は必要に応じて学長に状況報告 

   を行います。 

 

（１）「通知」の手続き 

  ①相談員は申立人から事情を聴き、調査委員会に報告します。 

  ②相談員は 2名以上とし、男女の比等を考慮して構成されます。選任にあたっては、 

   防止・対策委員長が本学の教職員及び学外からの専門家（弁護士等）のなかから適 

   任と思われる人物を調査委員会に推薦し、了承を得ます。 

  ③「通知」とは被申立人に通知し、被害相談があったことについて注意を喚起すると 

   ともに、申立人の探索や報復を行わないよう警告を行う手続きです。 

  ④調査委員会が「通知」の必要があると判断したときは、被申立人に「通知」し、被 

   害相談があったことについて注意を喚起するとともに、申立人の探索や報復を行わ 

   ないよう警告を行います。 

  ⑤調査委員会は通知によって、申立人が特定されないように匿名とし、最大限の安全    

   とプライバシーの保護を行います。 

  ⑥「通知」は、複数の調査委員会の委員および必要に応じて、被申立人の所属する部 
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   署の責任者又は監督権限者の立ち会いのもとで、防止・対策委員長から被申立人に 

   対して、書面を交付して行います。 

  ⑦被申立人が通知に不服の場合、調査委員会に異議を述べることができます。 

  ⑧被申立人が警告に違反したときは、大学は厳しい措置をとることができます。 

  ⑨通知後も被害が継続する場合、申立人は「通知」の手続きを再度申請するか、また 

   は「調整」あるいは「調査・措置」など、他の問題解決の手続きを求めることがで 

   きます。 

 

（２）「調整」の手続き 

    ①ハラスメントの紛争について、当事者間の直接の話し合いあるいは調査委員会が双 

   方の意向を調整し、または調整案の提示により解決を図るのが「調整」です。申立 

   人への聴取は相談員が行い、被申立人への聴取は聴取員が行います。原則として聴 

   取員と相談員を兼ねることはできません。 

    ②調査委員会は、申立人から「調整」の申立てがあり、被申立人が応諾した場合に行 

   われます。聴取員は 2名以上とし、選任にあたっては、防止・対策委員長が本学の 

   教職員及び学外からの専門家（弁護士等）のなかから適任と思われる人物を調査委 

   員会に推薦し、了承を得ます。 

   ③聴取員は公正・中立・客観性を確保し、男女比等を考慮して構成されます。 

  ④聴取員は、被申立人に事実を確認し、被申立人の意向を調査委員会に報告します。 

   当事者間の話し合いを円滑に進めるために必要なサポートをします。 

  ⑤「調整」は、話し合いによる合意が基本ですが、進行状況や諸般の事情を考慮して、 

   聴取員が調整案を提示することがあります。当事者双方が調整案を受諾した場合は、 

   調整成立となります。 

  ⑥聴取員は、次にいずれかに該当する時には「調整」を打ち切ることができます。 

   ア．当事者の一方あるいは双方が「調整」の打ち切りを申し出たとき 

   イ．当事者の一方あるいは双方が調整案を受諾しないとき 

   ウ．相当な期間が経過しても合意が成立する見込みがないと判断したとき 

 ⑦聴取員は、「調整」が成立したときには、合意事項を文書で確認し、調査委員会に 

  報告します。 

 ⑧申立人は「調整」が打ち切りになったときは、調査委員会に対し、他の問題解決の 

   手続きを求めることができます。 

 

（３）「調査・措置」の手続き 

  「調査・措置」は拡大調査委員会が行います。拡大調査委員会の構成員は以下の 

 とおりです。 

  1）委員長 

  2）学生相談室長 

  3）教員 

  4）事務職員 

  5）相談員 

  6）聴取員 

  7）その他学外の専門家（弁護士等） 
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 ①ハラスメントの事実関係の公正な調査に基づき、被害者の不利益救済、加害者への 

  懲戒処分など厳正な措置を求める手続きが「調査」です。 

 ②拡大調査委員会は、申立人からの「調査」の申立てを受け、調査の必要性について 

  判断し、「調査」の必要があると認める場合に行います。 

 ③拡大調査委員会は、申立人の申し出を受け専門家（弁護士）等と相談しながら、必 

  要に応じて当事者及び関係者に再調査を実施します。 

 ④拡大調査委員会は報告内容を確認し、ハラスメントの事実関係(被害者、加害者)を 

  認定します。 

  ⑤拡大調査委員会は、被害者の救済、加害者に対する懲戒等の制裁措置が必要と判断 

   した場合は、学長にその旨進言します。 

  ⑥学長は、被害者と加害者のそれぞれに必要な対応及び処置を決定します。被害者の 

   受けた不利益を可能な限り回復する措置を講ずるよう関係者に指示します。加害者 

   への懲戒などの措置は、教職員に対するものについては、仙台白百合女子大学就業 

  規則第 55 条、56 条の規程により、学生については、仙台白百合女子大学則第 50 条 

  及び仙台白百合女子大学学生懲戒規程に基づいて決定されます。 

 

７．申立人および問題解決への協力者保護のための措置 

(１)ハラスメントの相談や申立てを行った者、当該申立てに関わる調査に協力した者、そ 

 の他ハラスメントに対して正当な対応をした者に対して、そのことゆえに不利益な取り 

 扱いをすることを禁止します。被申立人の報復行為や第三者の差別的な取り扱い、嫌が 

 らせ等も当然禁止行為に当たります。これに違反した者に対しては、大学は厳正な措置 

 をとります。 

 

（２）ハラスメントの相談、申立てや問題解決の手続きに関わる者は、関係者のプライバ 

 シー、名誉その他の人権に配慮し、守秘義務を厳守しなければなりません。これに違反 

 した者に対しても、大学は厳正な措置をとります。 

 

（３）調査委員会は申立人に対する加害行為が継続するおそれがある場合、または報復や 

  プライバシーの侵害などに二次加害行為が行われる恐れがある場合など、申立人の安 

  全確保のために緊急を要するときには、申立人の同意を得た上で、緊急安全確保のた 

  めの措置を行うことができます。 

 

8.虚偽の申立て・証言の禁止 

  ハラスメントに関するあらゆる過程において、虚偽の申立てや証言を禁止します。本  

 学はそのような行為が発覚した場合、虚偽の申立てをおこなった者を処分の対象として 

 取扱い、名誉を毀損された者に対しては、速やかに名誉回復の措置を講じます。 

 

附  則 

２００８年 ６月１８日  施行 

２０１０年 ７月１日  一部改正 
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付録Ⅱ-2-9

１．受理者心得   

 

 （１）申立人が相談しやすい場所を選び、安心して話せるよう心がける。               

 （２）自然に解決することは稀であり、放置したり、初期の対応を誤ると問題が深刻化

すると認識すべきである。                              

 （３）問題が表面化してしまうと、その解決に多くの時間と労力を要することを覚悟し

なければならない。                                

 （４）相談に訪れた“申立人”の勇気を、先ず高く評価する。               

 （５）本学全体として、真剣にハラスメント防止に取り組んでいることを説明する。     

 （６）申立人の秘密は厳重に守られることを伝える。                  

 （７）受理者は“聴き役”に徹する。話している相手の気持ち・心理状態まで理解しよ

うとする能動的な聴き方が望まれる。                        

 （８）申立人が誰からの、どの様な言動に悩まされているのかを、強制的にならぬよう

配慮しながら、具体的に聴き取る。                        

（９）申立人が第 2 段階以降へ進むこと（問題の迅速かつ具体的な解決を願う）を望ん

でいる場合は、改めて“相談員”が対応することを伝える。           

（１０）申立人の意志は、本人に確認しながら受理票に記載して残す。 

（１１）メモを取る場合は、申立人にその旨を告げ目に入る状態で行い、報告書は後刻

作成する。 

（１２）受理者は、一人だけで問題を抱え込むことを絶対にさける。 

（１３）記録は証拠になりえるので、手書きが望ましい。 
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付録Ⅱ-2-10

２.相談員心得         

 

（１）落ち着ける（秘密が保たれる）場所で応対する。              

（２）申立人の秘密は厳守されることを、改めて伝える。              

（３）予め面談の時間（最大 60 分程度）を決めておき、必要があれば次回の面談を設定

する。                                

（４）相談員は先入観を排除し、申立人との信頼関係構築に尽力する。         

（５）申立人が話し易い雰囲気を作ることに努め、丁寧に時間をかけて話を聴く。    

（６）申立ての内容は全面的に受容し、原則として裏付け等は要求しない。           

 （７）質問攻めにすることは厳に避け、話を聴き進める中で必要な事項を確認するのが 

    望ましい。 

（８）相談員は、申立人の前で自分の意見や判断を述べてはならない。               

（９）相談員は、申立人の境遇や感情に過剰に同情すること（過度の感情移入）がない

よう注意する。 

（１０）相談員は、“被申立人”への非難等を述べてはならない。非難や批判は申立人 

    にとって二次被害となることを知る必要がある。             

（１１）申立人が、問題解決の具体的な要望（方策）を持っていると思われる時には,強

制的にならないよう留意しながら聴き取る。                 

（１２）メモを取る場合は、申立人にその旨を告げ目に入るような状態で行い、報告書

は後刻作成する。 

（１３）申立人への聴取の際には、事実誤認を防ぐために、原則として IC レコーダー等

を使って音声記録をとることが望ましい。相談員は申立人に対して記録の必要

性について説明し、協力と了解を求める姿勢を持つ。 
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付録Ⅱ-2-11

３．聴取員心得        

 

（１）関係者全員のプライバシーは、最優先で厳守しなければならない。               

（２）関係者全員に秘密保持を義務づけ、その徹底を図る。               

（３）聴取員は、申立人＝被害者、被申立人＝加害者という先入観を持たぬよう特に留

意する。                                

（４）被申立人から事情を聴く場合も、相手の気持・心理状態まで積極的に理解しよう

とする能動的な態度が求められる。                      

（５）被申立人に対しては、案件解決の協力者として話を聴くという姿勢が望ましい。   

（６）被申立人に対しても、過度の感情移入に陥らないよう注意する。          

（７）被申立人が、案件解決のために独自で行動を行うことが無いよう、注意を促す。   

問題を一層複雑にし、解決が難しくなる場合が多いからである。               

（８）メモを取る場合は、被申立人にその旨を告げ、目に入る状態で行い報告書は後刻 

   作成する。 

（９）被申立人への聴取の際には事実の誤認を防ぐために、原則として IC レコーダー    

    等を使って音声記録をとることが望ましい。聴取員は被申立人に対して記録の必 

    要性について説明し、協力と了解を求める姿勢を持つ。 
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付録Ⅱ-2-12

４．ハラスメントの問題解決過程で心得るべきこと       

 

（１）関係者全員のプライバシーは.最優先で厳守しなければならない。        

（２）関係者全員に秘密保持を義務づけ、その徹底を図る。              

（３）第三者に事情を訊く場合、原則として事前に申立人あるいは被申立人の了解を求

める。                                      

（４）第三者に事情を訊く場合、開示する内容は必要最小限にとどめる。        

（５）第三者は案件解決のための協力者であるから、強制的・高圧的と受け止められる

ような態度は厳に慎む。                          

（６）検証作業に当たっても、常に公平性と客観性が保たれるよう留意する。 

 （７）メモを取る場合は、第三者の目に入る状態でおこない、報告書は後刻作成する。 

（８）被申立人への聴取の際には事実の誤認を防ぐために、原則として IC レコーダー 

  等を使って音声記録をとることが望ましい。聴取員は被申立人に対してその旨を説 

  明し、協力と了解を求める姿勢を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  則 

２００８年 ６月１８日  施行 

２０１０年 ６月２３日  一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


